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要  旨 

 

本稿は、2012 年および 2013 年夏季に電力会社から提供された需給調整契約が産

業用電力需要に与えた影響を定量化し、そのポテンシャルを評価することを目

的とする。東京電力・関西電力管内に工場を持つ企業を対象に行ったアンケー

ト調査の結果と工業統計調査に含まれる各工場の属性に関するデータを接合す

ることで、パネル回帰分析により需給調整契約が与えた影響を推定した。分析

の結果、工場の属性によって需給調整契約の効果に大きな差異があり、工場の

経済規模や労働生産性が電力料金やピーク電力の削減量に影響することが示唆

された。推定結果を用いて、工業統計調査に含まれる工場全てに需給調整契約

が提供された場合の平均的な影響を予測したところ、産業需要家の使用電力量

とピーク電力が有意に押し下げられることが明らかになった。 
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1 本稿は、独立行政法人経済産業研究所におけるプロジェクト「新しい産業政策に係る基盤的研究」の成果の一部であ

る。本稿の分析に当たって経済産業省「工業統計調査」および「経済センサス-活動調査」の調査票情報の提供を受けた

ことにつき、経済産業省の関係者に感謝する。また、本稿の原案に対して、ならびに経済産業研究所ディスカッション・

ペーパー検討会の方々から多くの有益なコメントを頂いた。 
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1. はじめに 

2011 年 3 月の東日本大震災を契機として電力供給の制約が顕在化する中、電気料金をはじめ

とするエネルギーコストの上昇を抑制するために、より多様で柔軟なエネルギー需給構造の構築

に向けた取り組みがわが国では求められている。なかでもネガワット取引などのディマンドリス

ポンス（電力需要マネジメント）の推進は、わが国にとって重要な取り組みであることが「経済

財政運営と改革の基本方針 2015」にも言及されている2。こうした新たなディマンドリスポンス

を考えるにあたっては、わが国で一般電気事業者によってこれまで提供されてきた取り組みであ

る「需給調整契約3」の問題点を明らかにすることが重要であろう4。 

本稿では、経済産業省の工業統計調査に加えて、東京・関西電力管内における産業需要家の独

自データ（工場の電力需要に関するアンケート調査）をつなぎ合わせることで、需給調整契約の

効果を定量的に評価することを目的にする。これにより需要家属性による需給調整契約の影響の

違いを明らかにすると共に、セレクションを考慮した上で需給調整契約への加入が産業需要家の

電力利用に与えるポテンシャルな影響を予測する。 

本稿で扱う需給調整契約とは工場や事務所などを対象とした契約であり、需要家によるピーク

シフト等の取り組みに対して電力料金の割引を行う形式をとる。需給調整契約は大まかに、（１）

需給ひっ迫時に電力会社からの事前通告等によって電力使用量を抑制する契約（随時調整契約）、

（２）ピーク電力の削減のために電力会社があらかじめ定めた期間の中で、具体的な日時におけ

る調整電力を定める契約（計画調整契約）の 2 つがある。また小口需要家の需給調整を目的とし

て（３）ピーク電力の削減に応じて電力料金を割り引く契約も広く提供されてきた。本稿の分析

では対象期間に発動がなかった随時調整契約を除く、（２）（３）の契約に焦点を合わせて分析を

行った5。 

分析において課題となるのは標本の代表性である。アンケート調査の調査票は抽出した企業に

のみ送付しているため、調査対象の工場属性に関する分布は母集団のものと一致しない。五十川

他（2015）ではアンケート調査の結果を用いて、調査対象の工場に対する需給調整契約の平均

的な影響を推定したが、この推定結果から需給調整契約の効果に関する一般的な示唆を導くこと

には限界がある。この点に関して、本稿では工業統計調査の準備調査名簿を用いて、事業所名、

住所等で接合を試み、アンケート結果に工場の属性に関するデータを補間した上でより正確な形

                                            
2 諸外国に目を向けると、米国では産業用・商業用等の大口需要家や電力卸売市場を対象としたディマン

ドリスポンスプログラムが既にピークカット・ピークシフトに対して影響力を有している（FERC, 2012）。 
3 需給調整契約は、昭和 40 年代頃から「特約料金制度」という名称で制定されており（昭和 54 年に「需給調整契約」

に名称変更）、需要面でのエネルギー利用の効率化を追求することによって設備利用の効率化によるコスト低減を図る目

的として導入された。その後の需給状況の変化に対応して機動的、弾力的に需給調整契約はその拡充・強化がなされて

きたものの、供給エリア内の負荷平準化を目的としている点は本質的に変わっておらず、そこで本稿のデータからも分

かるように、エリア内の負荷に応じて異なる需給調整契約メニューが提供されている。 
4 需給検証委員会（2012）では、関西電力における需給面での対策の費用対効果分析がなされており、需給調整契約に

含まれる計画調整契約とデマンドカットプランによる削減効果がそれぞれ約 193 万 kW、約 59 万 kW（業務用及び産業

用のピーク電力推計値の 10.1%、3.1%にそれぞれ相当）であったと報告されている。しかしながら、この「削減効果」

とは契約上の調整電力量あるいはピーク電力実績の下落幅を集計したものであり、需給調整契約の影響としては過大に

評価されている可能性がある。 
5 以下、本稿では「需給調整契約」に用語を統一して議論を進めることにする。 
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で産業用電力利用の実態を明らかにする。 

分析の結果、工場の属性によって需給調整契約の効果に大きな差異が見られた。電力料金の下

落は出荷額の大きい工場ほど顕著に現れている。また、出荷額を一定とすると従業者数が多いほ

ど（あるいは従業者一人あたり出荷額が小さいほど）電力料金の下落は起こりにくくなっている。

規模が大きく労働生産性が高い工場ほど電力料金下落の恩恵を受けやすい傾向があったと見ら

れる。また、従業者数に関してはピーク電力に対しても操作変数法に基づく推定で有意に正の推

定値が得られている。需給調整契約がピーク電力の抑制に結びつく上で労働生産性が鍵になって

いた可能性を指摘できる。 

関連する研究として、電力抑制に関してインセンティブを支払うピークタイムリベート（PTR）

についてはいくつか実証・分析が行われている。PTR は計画調整契約と類似した枠組みである

が、対象期間や実績調整電力を計算する際の基準電力が契約時に定まらない点に特徴がある。米

国内のパイロットプログラムにおいてプログラム評価の手法で PTR の効果を推定した先行研究

として、eMeter Strategic Consulting（2010）、Faruqui and Sergici（2009）、Wolak（2006）

を挙げることができる。これらの分析では PTR によって 10～30%程度ピーク時間の電力消費が

抑制されるという結果が得られており、インセンティブ型のディマンドリスポンスがピーク電力

を抑制する上で一定の役割を果たしうることが示唆されている。一方で、わが国においては、

Hosoe and Akiyama（2009）が指摘するように電力料金に対する需要の弾力性として先見的に

小さい値が仮定されてきた側面があり6、インセンティブ型のディマンドリスポンスの影響に関

しても十分な知見が蓄積されていない7。本稿は、インセンティブ型のディマンドリスポンスの

一つとして位置づけられる需給調整契約の影響を定量的に分析することにより、既存のディマン

ドリスポンスに関する研究を補間する役割を持つ。 

以下、本稿は次のように構成される。第 2 節では本分析で利用するアンケート調査の概要を

紹介した後、工業統計調査との接合方法を概説し、接合データの記述統計を確認する。第 3 節

では、需給調整契約の影響を評価するための計量経済学的モデルと推定手法を提示し、推定結果

を報告する。同時に、どのような属性を持った工場が需給調整契約に加入する傾向があるのかを

明らかにする。第 4 節はまとめである。 

 

                                            
6 わが国において、電力需要の価格弾力性は小さい値が先験的に仮定されてきたが、その仮定の妥当性に

ついての検証は少数に留まっていた。業務・産業用電力を対象とした Hosoe and Akiyama (2009）、家庭

用電力を対象とした谷下（2009）や Okajima and Okajima (2013) など特に近年になってこの点に関する

分析が増えつつある。 
7 わが国においてディマンドリスポンスプログラムの影響を分析した先行研究としては、電力料金型ディ

マンドリスポンス（時間帯ごとに電力単価を変動させることでピークシフトやピークカットを促す枠組み）

を対象としたものが存在するが、必ずしも定まった結果は得られていない。例えば、Matsukawa（2001）
は時間帯ごとに電力単価が異なる時間帯別料金（TOU 料金）を対象とした分析を行い、ピーク時間におけ

る高単価に対して家庭用電力需要家の反応が大きくなかった点を結果として得ている。一方、最近では Ito 
et al. (2013) が北九州市における実証データを用いて分析を行い、緊急ピーク時課金（CPP）の類型的な

料金メニューが需要抑制に貢献し、またピーク時における電力単価が高くなるほど抑制幅が大きくなるこ

とを明らかにしている。これらの結果は、ディマンドリスポンスプログラムの形式によって需要家の反応

が変化しうることを示唆している。 
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2. 調査の概要と記述統計 

本稿の定量的分析で用いるデータは、2012 年および 2013 年に実施した「工場の電力需要に

関するアンケート調査」と経済産業省が実施している工業統計調査に基づいている。アンケート

調査は東京電力管内に工場を所有する製造業企業約 4 万社および関西電力管内に工場を所有す

る製造業企業約 3 万社のうちから、それぞれ対象企業（2012 年は東京電力管内が約 1 万社、関

西電力管内が約 5 千社。2013 年は東京電力管内が約 1 万社、関西電力管内が約 7 千社）を抽出

して調査票を送付し、各企業について東京電力・関西電力管内の中で最も従業者数が多い工場を

1 つに特定したうえでその工場に対して回答をする形式をとった。回収率は 2012 年において

22.8%（調査票を送付した 15,000 社のうち回答があったのは 3,417 工場）、2013 年において

23.0%（調査票を送付した 17,000 社のうち回答があったのは 3,904 工場）であった8。 

回収された結果から、欠損値や不自然な観測値を含むサンプルを除いて 4,570 工場からなるア

ンケート調査標本を構築した。なおアンケート調査標本からわが国の電力需給に対する含意を導

く上で標本の代表性が問題となる。この点については以下の 2 つの論点がある。まず調査票の

送付企業がいかに選択されたかである。分析では、製造業に属する従業者数 30 人以上の企業の

うち、東京電力管内または関西電力管内に 1 カ所以上工場を保有する企業（2012 年：13,833 社、

2013 年：16,983 社）を全て含めるとともに、製造業に属する従業者数 20 人以上 30 人未満かつ、

東京電力管内に 1 カ所以上工場を保有する企業の中から、直近決算で売上高上位であった企業

（2012 年：1,167 社、2013 年：17 社）を抽出した。したがって、アンケート調査標本は従業

者数の多い大企業がもつ工場を対象にしている点に留意する必要がある。この点に関して、本稿

では工業統計調査の準備調査名簿を用いて、事業所名、住所等で接合を試み、アンケート結果に

工場の属性に関するデータを盛り込むことで、工場属性による需給調整契約の影響の違いを明ら

かにする。これにより、工業統計調査に含まれる工場全てに需給調整契約が提供された場合の平

均的な影響を予測し、需給調整契約の効果に関するより一般的な示唆を得ることを目的とする。 

第二に、調査票を送付した企業のうち、回答する企業は必ずしもランダムに選択されていない

可能性がある。回答するか否かは企業が自ら判断することから、そうした判断が企業属性によっ

て大きく異なるのであれば、分析結果がバイアスを持つかもしれない。分析では、このセレクシ

ョンによるバイアスを考慮した推定を行い、頑健性を確認する。 

以下では、まず本調査と工業統計調査の接合について述べる。その後、本稿で対象とする需給

調整契約を解説し、需給調整契約への加入状況と工場の属性や電力利用の関係を概観する。 

 

2.1. 接合データの作成 

アンケートの調査結果及び対象名簿と工業統計調査の準備調査名簿（平成 24 年）を用いて、

事業所名、住所等を利用してリンクし、回収されたアンケート調査票（2012 年および 2013 年）

と工業統計調査パネルデータを接合する。具体的には、次の手続きでデータ接合を行った。 

                                            
8 回収率には調査地域や企業規模で目立った差異は見られなかった。 
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1. アンケート調査の結果に含まれる事業所住所と工業統計調査の準備調査名簿（以下、工業

統計調査名簿）に含まれる事業所住所をマッチする。アンケート調査結果に含まれる事業

所住所と完全に一致するものが工業統計調査名簿に存在した場合、両者を対応させ、マッ

チングを終了する。 

2. アンケート調査の対象名簿（以下、アンケート調査名簿）に含まれる本社住所と工業統計

調査名簿に含まれる本社住所をマッチする。アンケート調査名簿に含まれる本社住所と完

全に一致するものが工業統計調査名簿に存在した場合、一致したものについてアンケート

調査名簿に含まれる事業所名と工業統計調査名簿に含まれる事業所名を以下のようにマッ

チする。 

(ア) アンケート調査結果に含まれる事業所名と完全に一致するものが工業統計調査名簿に

存在した場合、両者を対応させ、マッチングを終了する。 

(イ) アンケート調査結果に含まれる事業所名と部分的に一致するものが工業統計調査名簿

に存在した場合、一致したものについてアンケート調査名簿に含まれる事業所住所と

工業統計調査名簿に含まれる事業所住所をマッチする。アンケート調査結果に含まれ

る事業所住所と市区町村まで一致するものが工業統計調査名簿に存在した場合、両者

を対応させ、マッチングを終了する。 

3. アンケート調査名簿に含まれる代表電話番号と工業統計調査名簿に含まれる代表電話番号

をマッチする。アンケート調査名簿に含まれる代表電話番号と完全に一致するものが工業

統計調査名簿に存在した場合、一致したものについてアンケート調査結果に含まれる事業

所名と工業統計調査名簿に含まれる事業所名をマッチする。マッチングの手続きは 2 と同

様とする。 

4. アンケート調査名簿に含まれる企業名と工業統計調査名簿に含まれる企業名をマッチする。

アンケート調査名簿に含まれる企業名と完全に一致するものが工業統計調査名簿に存在し

た場合、一致したものについてアンケート調査結果に含まれる事業所名と工業統計調査名

簿に含まれる事業所名をマッチする。マッチングの手続きは 2 と同様とする。 

 

 手続きの結果、3,400 工場からなる接合データが作成された9。これを本稿における分析標本

として使用する10。図 1 は接合データ（2012 年および 2013 年）と平成 24 年工業統計調査結果

（標本数：487,429）のそれぞれについて事業所の従業者数（対数値）および出荷額（対数値）

をプロットしたものである。アンケート調査は従業者数の多い大企業がもつ工場を対象としてい

るため、工業統計調査の標本全体と比較して接合データに含まれる工場は従業者数が多く、出荷

額も大きい傾向がある。また、2013 年のアンケート調査は 2012 年のものより多くの工場を対

                                            
9 これは未接合のアンケート調査標本 4,570 工場の 74.4%に相当する。残りの事業所に関してはアンケート結果の欠損

等により接合が不可能であった。 
10 なお、2011 年工業統計調査および 2012 年経済センサス－活動調査を用いた分析も行い、本稿の結果の頑健性を確認

している。 
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象としたため、2013年の接合データは 2012年のものと比べて小規模な工場をより含んでいる。

工業統計調査全体では従業者数平均 18 人、出荷額平均 1,130 百万円、接合データでは従業者数

平均 89 人（2012 年）、81 人（2013 年）、出荷額平均 2,887 百万円（2012 年）、2,607 百万円（2013

年）となっている。 

 

図 1 事業所従業者数、出荷額の分布 

 
 

2.2. 需給調整契約の詳細 

 需給調整契約の種類は震災以降拡充されつつあり、各電力会社はその普及を図るための活動を

行ってきた。2012 年夏季および 2013 年夏季に提供されたメニューは三つの類型に分けること

ができる。一つは、休業日の設定など一日を通じた調整によって電力料金を割り引くものであり、

東京電力の「夏季休日契約」や「サマーホリデープラン」、関西電力の「夏季休日特約」や「操

業調整特約」が相当する。これらのメニューは主に特別高圧電力や高圧電力大口（契約電力

500kW 以上）の需要家を対象に提供されてきたが、東京電力の「サマーホリデープラン」は高

圧電力小口（契約電力 500kW 未満）の需要家をターゲットとしたメニューであり、2012 年夏

季に新設されたが、2013 年夏季には提供されなかった。メニューに加入した工場は、休業日を

新たに設定するか振り替えることによって電力調整を行う。 

二つ目の類型は、平日の昼間や午後の電力利用の抑制に応じて電力料金を割引するものであり、

東京電力の「ウィークリープラン」、関西電力の「ピーク時間調整特約」が相当する。前者は高

圧電力小口の需要家、後者は特別高圧電力や高圧電力大口の需要家を主な対象としている。特定

の一日ではなく、連続した期間のピーク時間の電力抑制を要請する点が特色である。関西電力の

「ピーク時間調整特約」（その中で最も用いられることが多い全期間調整）はその典型であり、

一ヶ月間を通じた毎日（土日祝日を除く）の調整によってはじめて電力料金が割り引かれる。 

最後の類型として、一ヶ月のピーク電力の削減程度に応じて電力料金を割り引くものが挙げら

れる。これに相当するものは東京電力の「デマンドダイエットプラン（2012 年のみ）」、「デマン

ドシェービングプラン（2013 年のみ）」、関西電力の「デマンドカットプラン（2012 年のみ）」

であり、どちらも高圧電力小口の需要家を対象としている。 
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2.3. 需給調整契約への加入状況 

接合データに含まれる工場を対象に需給調整契約への加入状況を確認する。図 2 は 2012 年 8

月および 2013年 8月について工場の規模と夏季需給調整契約の契約件数割合の関係をプロット

したものである。平均すると従業者数や出荷額の面で規模が大きい工場ほど需給調整契約への加

入割合が高くなっている。前節で確認したように小口の需要家を対象としたメニュー（デマンド

ダイエットプラン・デマンドシェービングプランやデマンドカットプランなど）も提供されてい

たものの、平均的には大規模の工場の方が需給調整契約への加入に積極的であったことが示され

ている。 

 

図 2 工場の規模（従業者数、出荷額）と夏季需給調整契約の契約件数割合 

 
 

 

3. 需給調整契約の影響に関するパネル回帰分析 

本節では、2012 年夏季および 2013 年夏季に提供された需給調整契約の影響を定量的に評価

する。各工場の電力利用に関する変数として、電力料金、使用電力量、ピーク電力の 3 つの指

標を取り上げ、これらの指標が需給調整契約の各種プランへの加入によってどのように変化する

かを分析する。2012 年と 2013 年のアンケート調査では上述の 3 変数について 2 時点（調査年

8 月及び当該工場について過去 1 年のピーク電力が最も小さかった月）の情報を得ており11、各

工場について最大 4 時点が観測されている。3,400 工場に対して観測数は 8,810 であり、一工場

あたり平均で 2.6 時点の情報が得られている。本稿ではこのパネル構造を利用し、パネル回帰分

析の手法を用いて推定を行う。 

分析を行う上では、需給調整契約加入の内生性が問題となる。需給調整契約への加入はランダ

ムに決定されるわけではない。例えば、使用電力量が小さい工場ほど需給調整契約に加入しやす

い傾向があった場合、需給調整契約の使用電力量削減効果が過大に評価される。このような内生

                                            
11 したがって、サンプルによって情報を観察できる時期が異なっている。観察時期が内生的に定まる点は推定結果にバ

イアスを生じさせる懸念があるが、問題となるのは「当該工場について過去 1 年のピーク電力が最も小さかった月」自

体が変わるような大きな需要ショックが生じた場合に限られる。 
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性バイアスに対応するために、本稿では二つの対応をとる。一つは、固定効果モデルを用いた推

定を行うことで、需要家固有の効果を推定結果から取り除くことである12。もう一つは、推定に

おいて操作変数法を採用することである。操作変数を構築する上で、工場が需給調整契約の加入

を決定する際に考慮する外生的な変数が必要となる。 

以下、3.1 節で工場の需給調整契約に加入に関する意思決定をモデル化し、そのパラメータを

推定する。これにより工場の需給調整契約への加入が合理的な判断に基づいているのかを確認す

るとともに、需給調整契約の影響を推定する上での操作変数の候補を絞り込む。その後、3.2 節

でパネル回帰分析の手法を用いて需給調整契約の影響を定量的に評価する。 

 

3.1. 需給調整契約への加入 

本節では、夏季に提供された需給調整契約について、どのような工場が加入していたのかを回

帰分析によって明らかにする。具体的には、以下の線形確率モデルに基づく定式化を採用する13。

ここでは、夏季の需給調整契約について情報が含まれる 2012 年 8 月および 2013 年 8 月を対象

として分析を行う。 

௧ܦ
∗ ൌ ௧ݖ

ᇱ ߛ  ߦ  ௧ߦ  					,௧ݑ ݐ ∈ ෨ܶ. (1)  

ただし、ܦ௧はݐ期における工場	݅の需給調整契約への加入有無を表すダミー変数、ݖ௧は工場	݅の

需給調整契約に加入に関する意思決定に関与すると考えられる変数からなるベクトルである。ߦ

とߦ௧はそれぞれ工場と時期に関する固定効果項であり、それぞれ工場属性と時期による需給調整

契約への加入について異質性を捉えている。	ݑ௧は推定における誤差項、ܶ෨は 2012 年 8 月および

2013 年 8 月からなる時点の集合である。 

需給調整契約への加入に影響する工場の属性のうち時系列のバリエーションを持たない要素

については工場固定効果項ߦでコントロールされている。これに加えて、時期により変動する説

明変数として工場の契約電力（kW、対数値）をݖ௧に加えた。2.2 節でまとめたように、工場の

契約電力によって提供される需給調整契約のメニューは異なっており、工場の意思決定にも影響

すると予想される。また、契約電力は需要家の過去の電力利用実績を元に決定される14ものであ

り、短期的な工場の意思決定においては外生とみなしても問題となりにくいと考えられる。 

 これに加えて、説明変数ݐ݅ݖには工場が需給調整契約に加入することから得られる便益に関す

る変数を含める。ここでは需給調整契約によって電力利用（ピーク電力、使用電力量）を抑制で

きる余地が大きい需要家ほど需給調整契約から得られる便益が高くなると考え、「電力利用の抑

制余地」を捉える代理変数を構築する。抑制余地を計算する上で基本的なアイデアは、「抑制前

の電力利用」と「抑制後の電力利用」を捉える代理変数をそれぞれ設定し、これらの差を取るこ

とである。分析を行う上で、代理変数は全ての工場について観察されている必要がある。 

                                            
12 この手法は五十川他（2015）と同様のものである。 
13 ロジットモデルおよびプロビットモデルに基づく定式化も想定されるが、次節のパネル回帰分析（操作変数法）との

対応関係を考慮し、ここでは線形モデルを用いた。 
14 小口需要家については、過去一年のうちピーク電力が最大の月の値が契約電力として設定される。 
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 「抑制前の電力利用」を捉える代理変数として、本分析では前述の契約電力を利用する15。契

約電力は短期的な意思決定において外生であると考えられ、また需給調整契約のメニューによっ

ては実際に電力の調整分を計算する上で契約電力を用いている。東京電力が 2012 年夏季に提供

したデマンドダイエットプランでは、需要家の契約電力と当該月のピーク電力の差を調整電力と

して、それに単価を掛けることで電力料金の割引額を算定している。 

 一方、「抑制後の電力利用」を捉える代理変数としては三つの候補を設定した。一つは、（当該

工場にとって）過去一年でピーク電力が最小の月（以下、「最小月」と呼ぶ）を取り上げ、その

月のピーク電力を用いる方法である。東京電力のデマンドダイエットプランやデマンドシェービ

ングプラン、関西電力のデマンドカットプランはピーク電力の差から電力料金の割引額を計算す

る構造になっており、「抑制後のピーク電力」を代理できるのであれば16、最小月のピーク電力

が代理変数として有力な候補となりうる。二つ目の候補は、当該月の平均使用電力量ある。需給

調整契約の大きな目標の一つが負荷の平準化であると考えると、平均使用電力量は負荷平準化が

最大限行われたものとして「抑制後の電力利用」を代理しうる。また、東京電力の夏季休日契約、

関西電力の夏季休日特約や操業調整特約といったメニューは一日を通じた平均電力を元として

割引額を計算しており、このアプローチとある程度整合的であると考えられる。ただし、需給調

整契約の影響を分析する際に、当該月の平均使用電力量は内生性が問題となりうる点には留意が

必要である。三つ目の候補はこの内生性の問題を考慮したものであり、最小月の平均使用電力量

を用いる。 

 以上をまとめ、「電力利用の抑制余地」を捉える代理変数の候補として以下を用いる。 

・ 電力抑制余地（最小月ピーク）：契約電力と最小月ピーク電力の差（対数値） 

・ 電力抑制余地（当該月平均）：契約電力と当該月平均電力の差（対数値） 

・ 電力抑制余地（最小月平均）：契約電力と最小月平均電力の差（対数値） 

最小二乗法により推定を行った結果が、表 1 である。推定結果の一列目は電力抑制余地とし

て全ての候補を説明変数として用いたが、有意に推定されたものは契約電力と当該月平均電力の

差をとったものに限られた。推定結果の二列目はこの電力抑制余地（当該月平均）だけに候補を

絞り推定を行なっている。推定値からは、この抑制余地が大きい需要家ほど積極的に需給調整契

約に加入する傾向が見られており、直観に沿う結果となっている。また、契約電力の係数は負と

なっている。2.3 節では規模の大きい需要家ほど需給調整契約に加入している傾向が見られてい

たが、電力利用の抑制余地でコントロールした上では逆に小口の需要家のほうが需給調整契約に

積極的に加入している。 

推定結果から、説明変数の係数が全て 0 であるという仮説は棄却されるが、決定係数は 0.013

                                            
15 なお、「抑制前の電力利用」を捉える代理変数として、当該月のピーク電力を用いることも考えられる。しかしなが

ら、需給調整契約に加入した工場にとっては当該月のピーク電力は既に抑制が行われた結果を反映しており、外生変数

として扱うのは困難である。特に、次節においてピーク電力と需給調整契約の関係を議論する際にこの問題は大きくな

る。 
16 需給調整契約に加入した工場に関して、当該月（2012 年 8 月または 2013 年 8 月）のピーク電力と最小の月のピーク

電力の相関係数は 0.973 であった。これは、需給調整契約に加入していない工場について計算した相関係数 0.931 より

大きく、少なくともある程度は需給調整契約によってピーク電力が最小の月のものに近づいていると考えられる。 
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と低い水準に留まっている。 

 

表 1 推定結果：需給調整契約への加入 

 

Notes: ***、**、*はそれぞれ推定値が 1%、5%、10%水準で有意であることを示す。 

 

 

3.2. 需給調整契約の影響 

ここでは、需給調整契約への加入が工場の電力料金、使用電力量、ピーク電力に及ぼした影響

を定量的に評価する。なお 2012 年夏季および 2013 年夏季に提供された需給調整契約の影響に

分析の焦点を合わせるが、関西電力管内では 2011 年冬季にも需給調整契約が提供されたことか

ら冬季の影響もコントロールすることにする。 

3.1 節では、工場の属性が需給調整契約への加入に無視しえない影響を及ぼしていることが示

唆されていた。従って需給調整契約の影響を評価する際には、需給調整契約加入の内生性を考慮

に入れた分析が望まれる。本稿では固定効果モデルによる推定を行う17。 

具体的には、以下のモデルを採用する。 

logሺݕ௧ሻ ൌ ௧ܦ ∗ ௧ݎ݁݉݉ݑܵ ∗ ݔ
ߙ′  ௧ݔ

′ ߚ  ߟ  ௧ߟ  ,௧ߝ ݐ ∈ ܶ. (2)  

݅の電力利用を捉える変数であり、電力料金請求額（千円）、使用電力	期における工場ݐ	௧はݕ

量（kWh）、ピーク電力（kW）の 3 つを用いる。ܵݎ݁݉݉ݑ௧は時点ݐが夏季（データ上の 7 月と

8 月）か否かを表すダミー変数18、ݔは工場	݅の属性を表す変数からなるベクトルである。この定

式化によって需給調整契約の効果が工場の属性ݔによって異なることを許容している。ここでは

工場の属性ݔとして、従業者数（人、対数値）および出荷額（万円、対数値）を用いる。一方、

                                            
17 固定効果モデルは異質性や時期による電力利用の差異を捉える上で有効なモデルであるが、企業の調査票への回答は

無作為に決定されると仮定されている。そこで企業の属性等に依って回答率に差がある場合には、第 2 節で言及したよ

うにセレクションバイアスの問題が出てくる。この点に対処するためには、抽出前の母集団（ここでは調査票を送付し

た 15,000 企業）を対象としてセレクションモデルに基づく推定を行うアプローチが考えられる。ここでは、(2)式に関

して第二種トービットモデルに基づいた推定を行い、本稿の結果の頑健性を確認した。 
18 冬季の需給調整契約の影響をコントロールする際には冬季ダミーܹ݅݊ݎ݁ݐ௧（2011 年 12 月～2012 年 2 月に関して 1 を

とるダミー変数）を用いる。 

被説明変数：
契約電力（対数値） -0.168 -0.209 **

(0.147) (0.106)

電力抑制余地（最小月ピーク） -0.019

(0.033)

電力抑制余地（当該月平均） 0.242 ** 0.209 **

(0.114) (0.097)

電力抑制余地（最小月平均） -0.037

(0.159)

工場ダミー

時期ダミー

F値 11.91 *** 22.42 ***

決定係数

観測数

線形確率モデル：(1)式

あり あり

0.025 0.013

4,308 4,451

需給調整契約加入有無

あり あり
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௧は工場属性のうち時期のバリエーションを持つ変数であり、契約電力（kW、対数値）に着目ݔ

する。ߟとߟ௧はそれぞれ工場と時期に関する固定効果項であり、それぞれ工場属性と時期による

電力利用の異質性を捉えている。また、ߝ௧は誤差項である。 ܶは需要家݅について観測できる時

点の集合であり、最大 4 時点（2012 年 8 月、2011 年 9 月～2012 年 8 月でピーク電力が最小の

月、2013 年 8 月、2012 年 9 月～2013 年 8 月でピーク電力が最小の月）が含まれる。 

推定においてはܦ௧ ∗ ௧を内生変数として扱い、操作変数法を採用する。操作変数としݎ݁݉݉ݑܵ

ては前節の議論に基づき、電力抑制余地（当該月平均）と夏季ダミーの交差項を用いた19。しか

しながら、電力抑制余地（当該月平均）を操作変数として用いる上で二点が問題となる。一点は、

前節で確認したように電力抑制余地（当該月平均）の需給調整契約への加入に対する説明力が低

く、弱相関操作変数（Weak Instrumental Variables）の問題によって推定結果のパフォーマン

スが低下する可能性である。もう一点は、（説明変数以外の）操作変数が一つに限られているた

め推定が just-identified となり、Sargan 統計量等によって操作変数の有効性を検定できない点

である。これらの問題を考慮し、以下で推定結果を報告する際には、最小二乗法に基づく推定結

果と操作変数法に基づく推定結果を併記する。 

 

3.2.1. 推定結果 

 表 2 は需給調整契約への加入が工場の電力利用に与える影響をまとめたものであり、上段が

最小二乗法に基づく推定結果、下段が操作変数法に基づく推定結果に対応している。電力料金、

使用電力量、ピーク電力に対する影響をそれぞれ報告しており、各被説明変数に対して一列目は

分析標本に対する需給調整契約の平均的な影響、二列目は工場属性による影響の違いを示してい

る。 

推定結果から、平均的には需給調整契約が電力料金、使用電力量、ピーク電力を押し下げる効

果を有していたことがわかる。ただし、使用電力量については最小二乗法で有意な推定値が得ら

れていない。需給調整契約は基本的に料金の割引を導く仕組みとなっているため、需給調整契約

に加入することによって電力料金が下がることは自然である。一方、電力料金への影響と比べる

と影響のオーダーは小さいものの、工場レベルの使用電力量やピーク電力の削減に対して夏季の

需給調整契約が一定の影響を有していた点は注目に値する。 

 工場属性による影響の違いとしては、電力料金とピーク電力に関してのみ有意な推定値が得ら

れている。電力料金の下落は出荷額の大きい工場ほど顕著に見られる（有意性があるのは最小二

乗法のみ）。また、出荷額を一定とすると従業者数が多いほど（従業者一人あたり出荷額が小さ

いほど）電力料金の下落は起こりにくくなっている。規模が大きく労働生産性が高い工場ほど電

力料金下落の恩恵を受けやすい傾向があったと見られる。また、従業者数に関してはピーク電力

に対しても操作変数法に基づく推定で有意に正の推定値が得られている。需給調整契約がピーク

電力の抑制に結びつく上で労働生産性が鍵になっていた可能性を指摘できる。 

                                            
19 工場属性との交差項ܦ௧ ∗ ௧ݎ݁݉݉ݑܵ ∗ の交差項ݔを説明変数として用いる場合には、電力抑制余地（当該月平均）とݔ

を操作変数として加える。 
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表 2 夏季の需給調整契約への加入が工場の電力利用に与える影響 

 
Notes: ***、**、*はそれぞれ推定値が 1%、5%、10%水準で有意であることを示す。 

 

地域別の推定 

 本分析では東京電力管内および関西電力管内を対象としたが、2.3 節で触れたように両地域で

提供されていた需給調整契約のメニューは同一ではない。また、地域によって節電への意識や余

力が異なる可能性があり、需給調整契約が与える影響も異なりうる。この点を確認するために、

ここでは地域別に前述の推定を行った結果を報告する。 

 表 3a および表 3b は東京電力管内と関西電力管内に属する工場を対象に別々に推定を行い、

夏季の需給調整契約への加入が工場の電力利用に与える影響（表 2 と対応）を報告したもので

ある。両地域とも最小二乗法については電力料金について、操作変数法では電力料金、使用電力

量、ピーク電力について需給調整契約が平均的に負の影響を有していた点が結果として得られて

いる。工場属性について両地域で共通で得られているのは、従業者数とピーク電力の関係につい

ての操作変数法推定値であり、出荷額を一定とすると従業者数が多いほど（従業者一人あたり出

荷額が小さいほど）需給調整契約によりピーク電力の抑制が達成されにくくなっている。また、

関西電力管内においては電力料金に関して従業者数と出荷額が有意な影響を持っており（最小二

乗法の出荷額の係数を除く）、規模が大きく労働生産性が高い工場ほど需給調整契約によって電

力料金が下落している傾向にあった。 

多くの点について、有意性に多少の違いは見られるが、東京電力管内と関西電力管内で質的に

同様の結果が得られている。この点を根拠として、以下で需給調整契約のポテンシャルを分析す

る際には地域をまとめた推定結果（表 2）を基に推計を行う。 

 

被説明変数：

夏季需給調整契約への加入×夏季ダミー -0.090 *** 0.465 * -0.030 -0.082 -0.031 ** 0.118

(0.026) (0.257) (0.026) (0.254) (0.013) (0.128)

×従業者数（人、対数値） 0.072 * -0.026 0.009

(0.043) (0.042) (0.021)

×出荷額（万円、対数値） -0.072 ** 0.013 -0.015

(0.032) (0.031) (0.016)

契約電力 0.075 *** 0.084 *** 0.226 *** 0.252 *** 0.392 *** 0.433 ***

(0.023) (0.025) (0.023) (0.024) (0.012) (0.012)

工場ダミー

時期ダミー

F値 25.73 *** 21.69 *** 26.65 *** 22.97 *** 123.5 *** 109.51 ***

決定係数

観測数

被説明変数：

夏季需給調整契約への加入×夏季ダミー -1.161 *** -1.917 ** -1.445 *** -2.717 ** -0.688 *** -0.823

(0.242) (0.892) (0.337) (1.348) (0.203) (0.577)

×従業者数（人、対数値） 0.207 ** 0.102 0.109 *

(0.102) (0.155) (0.066)

×出荷額（万円、対数値） -0.036 0.057 -0.027

(0.079) (0.120) (0.051)

契約電力 0.040 0.054 0.161 *** 0.297 *** 0.333 *** 0.432 ***

(0.033) (0.042) (0.050) (0.065) (0.031) (0.027)

工場ダミー

時期ダミー

Wald統計量 8.75E+05 *** 7.67E+05 *** 1.01E+06 *** 7.36E+05 *** 7.79E+05 *** 1.06E+06 ***

観測数

0.120 0.129 0.444 0.464 0.755 0.764

8,779 8,593 8,779 8,593 8,779 8,593

あり あり あり あり あり あり

操作変数法：(2)式

電力料金（千円、対数値） 使用電力量（kWh、対数値） ピーク電力（kW、対数値）

あり あり あり あり あり あり

8,812 8,626 8,812 8,626 8,812 8,626

あり あり あり あり あり あり

最小二乗法：(2)式

電力料金（千円、対数値） 使用電力量（kWh、対数値） ピーク電力（kW、対数値）

あり あり あり あり あり あり
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表 3a 夏季の需給調整契約への加入が工場の電力利用に与える影響（東京電力管内） 

 
Notes: ***、**、*はそれぞれ推定値が 1%、5%、10%水準で有意であることを示す。 

 

表 3b 夏季の需給調整契約への加入が工場の電力利用に与える影響（関西電力管内） 

 
Notes: ***、**、*はそれぞれ推定値が 1%、5%、10%水準で有意であることを示す。 

 

3.2.2. 需給調整契約のポテンシャル評価 

2.1 節でも触れたように、アンケート調査は従業者数の多い大企業がもつ工場を対象としてい

[東京電力管内]

被説明変数：

夏季需給調整契約への加入×夏季ダミー -0.080 ** 0.463 -0.011 0.016 -0.008 0.116

(0.034) (0.332) 0.029 (0.281) (0.015) (0.143)

×従業者数（人、対数値） 0.057 -0.033 -0.005

(0.053) (0.045) (0.023)

×出荷額（万円、対数値） -0.066 0.009 -0.008

(0.041) (0.034) (0.018)

契約電力 0.192 *** 0.216 *** 0.227 *** 0.255 *** 0.246 *** 0.274 ***

(0.032) (0.034) 0.027 (0.029) (0.014) (0.015)

工場ダミー

時期ダミー

F値 18.33 *** 16.6 *** 20.84 *** 18.95 *** 74.56 *** 68.26 ***

決定係数

観測数

[東京電力管内]

被説明変数：

夏季需給調整契約への加入×夏季ダミー -1.168 *** -2.548 ** -1.218 *** -3.358 *** -0.812 *** -1.744 **

(0.303) (1.249) (0.275) (1.193) (0.154) (0.695)

×従業者数（人、対数値） 0.168 0.055 0.132 *

(0.126) (0.122) (0.071)

×出荷額（万円、対数値） 0.010 0.107 0.000

(0.100) (0.097) (0.056)

契約電力 0.184 *** 0.189 *** 0.218 *** 0.222 *** 0.205 *** 0.214 ***

(0.038) (0.048) (0.034) (0.046) (0.019) (0.027)

工場ダミー

時期ダミー

Wald統計量 5.73E+05 *** 4.19E+05 *** 1.54E+06 *** 9.99E+05 *** 1.27E+06 *** 7.67E+05 ***

観測数 5,574 5,458 5,577 5,461 5,578 5,462

あり あり あり あり あり あり

操作変数法：(2)式

電力料金（千円、対数値） 使用電力量（kWh、対数値） ピーク電力（kW、対数値）

あり あり あり あり あり あり

5,592 5,476 5,595 5,479 5,596 5,480

0.338 0.361 0.516 0.539 0.722 0.743

あり あり あり あり あり あり

最小二乗法：(2)式

電力料金（千円、対数値） 使用電力量（kWh、対数値） ピーク電力（kW、対数値）

あり あり あり あり あり あり

[関西電力管内]

被説明変数：

夏季需給調整契約への加入×夏季ダミー -0.114 ** 0.529 -0.061 -0.288 -0.087 *** 0.025

(0.047) (0.405) (0.059) (0.505) (0.028) (0.240)

×従業者数（人、対数値） 0.122 * 0.000 0.033

(0.071) (0.089) (0.042)

×出荷額（万円、対数値） -0.097 * 0.018 -0.021

(0.051) (0.063) (0.030)

契約電力 -0.071 ** -0.077 ** 0.220 *** 0.245 *** 0.569 *** 0.621 ***

(0.033) (0.035) (0.041) (0.043) (0.020) (0.021)

工場ダミー

時期ダミー

F値 10.56 *** 9.02 *** 8.49 *** 7.45 *** 59.69 *** 54.77 ***

決定係数

観測数

[関西電力管内]

被説明変数：

夏季需給調整契約への加入×夏季ダミー -1.079 *** -1.377 -1.481 *** -1.959 -0.463 ** 0.112

(0.301) (1.278) (0.388) (1.747) (0.186) (0.723)

×従業者数（人、対数値） 0.303 * 0.389 * 0.169 *

(0.173) (0.235) (0.098)

×出荷額（万円、対数値） -0.094 -0.111 -0.104

(0.121) (0.165) (0.069)

契約電力 -0.109 *** -0.099 ** 0.185 *** 0.246 *** 0.552 *** 0.627 ***

(0.039) (0.047) (0.052) (0.063) (0.025) (0.026)

工場ダミー

時期ダミー

Wald統計量 3.85E+05 *** 3.50E+05 *** 4.96E+05 *** 4.18E+05 *** 5.96E+05 *** 6.61E+05 ***

観測数 3,205 3,135 3,202 3,132 3,201 3,131

あり あり あり あり あり あり

操作変数法：(2)式

電力料金（千円、対数値） 使用電力量（kWh、対数値） ピーク電力（kW、対数値）

あり あり あり あり あり あり

3,220 3,150 3,217 3,147 3,216 3,146

0.038 0.046 0.339 0.358 0.725 0.727

あり あり あり あり あり あり

最小二乗法：(2)式

電力料金（千円、対数値） 使用電力量（kWh、対数値） ピーク電力（kW、対数値）

あり あり あり あり あり あり
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るため、工業統計調査の標本全体と比較して接合データに含まれる工場は従業者数が多く、出荷

額も大きい傾向がある。表 2 では夏季の需給調整契約への加入が工場の電力利用に与える平均

的な影響を確認したが、この結果はあくまで推定に用いた接合データにおける平均に過ぎず、わ

が国における工場全体に需給調整契約が提供された場合の影響を代表しているとは限らない。実

際、表 2 では同時に工場の経済的規模や労働生産性によって需給調整契約が電力料金やピーク

電力に与える影響が異なる点が明らかになっており、需給調整契約のポテンシャルを評価する際

にはこの点を考慮に入れた分析が必要とされる。 

 需給調整契約の効果に関してより一般的な示唆を得るために、ここではセレクションを考慮し、

工業統計調査に含まれる工場全てに需給調整契約が提供された場合の平均的な影響を予測する。

表 2 の結果（工場属性を考慮に入れた推定値）に従って工業統計調査に含まれる工場ごとに需

給調整契約の影響を推定20、その平均値を求めたものが表 4 である。なお、3.2 節で議論した操

作変数法の問題点を踏まえ、本項のポテンシャル評価においては最小二乗法に基づく推定値を用

いたが、操作変数法推定値も用いても質的な結果は同様であった。結果からは使用電力量とピー

ク電力の抑制について有意な影響が見られている。 

 

表 4 需給調整契約への加入が産業需要家の電力利用に与える影響 

（セレクションを考慮した上での推定結果） 

 
Notes: ***、**、*はそれぞれ推定値が 1%、5%、10%水準で有意であることを示す。 

 

 

4. まとめ 

本稿では、経済産業省の工業統計調査に加えて、東京・関西電力管内における産業需要家の独

自データ（工場の電力需要に関するアンケート調査）をつなぎ合わせることで、需給調整契約の

効果に関して定量的な評価を行った。分析において課題となるのは標本の代表性である。限られ

た標本を用いた分析から需給調整契約の影響に関する一般的な示唆を導くために、調査対象に含

まれる工場の属性を十分に考慮にした分析が必要とされる。本分析では経済産業省が実施してい

る工業統計調査の準備調査名簿を用いて、事業所名、住所等で接合を試み、アンケート結果に工

場の属性に関するデータを盛り込んだ上でより正確な形で産業用電力利用の実態を明らかにし

た。 

一般電気事業者によって提供されてきた現行の需給調整契約に関する含意として、以下の 2

つの点が得られた。第一に、需給調整契約は、需要家に電力料金の割引を通じて、使用電力量お

                                            
20 夏季の需給調整契約に関する係数（前節のߙ）の推定値から需給調整契約への加入による電力利用の変化分（expሺߙሻ െ 1）
を計算した。なお、出荷額の情報が得られる工場に標本を絞ったため、ここで用いる観測数は 279,535 となっている。 

データ：工業統計調査

（観測数：279,535）

電力料金 使用電力量 ピーク電力

-7.4% -10.9% *** -8.3% ***
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よびピーク電力を削減しうるという点である。推定結果から、2012 年および 2013 年夏季に提

供された需給調整契約は平均的に電力料金、使用電力量、ピーク電力を押し下げる効果を有した

ことが明らかになった。第二に、需給調整契約の効果は、需要家の属性によって異なる。推定結

果から、労働生産性が大きい工場ほど需給調整契約によるピーク電力の抑制が起こりやすい点が

示された。需給調整契約の目的や対象とする需要家によって、望ましいディマンドリスポンスの

プログラムを議論する必要がある。 

最後に、需給調整契約は使用電力量およびピーク電力を抑制できるポテンシャルがあり、省エ

ネルギーの推進に資すると考えられる。2012 年夏季においては数値目標付の節電要請が複数の

地域に対してなされ、本稿で対象とした関西電力管内においても 2010 年比で 10%（生産活動に

支障が生じる場合には 5%）の節電目標が設定された21。定着節電等により 2012 年夏季の関西

電力管内ピーク電力実績は 2010 年比 13.3%下落となり目標は達成されたが、今後の需要対策と

して需給調整契約の更なる積み増しが求められている（需給検証委員会報告書（2012：21））。

本稿で得られた結果から産業用電力需要に当てはめて計算すると、需給調整契約の普及によって

2012 年夏季の関西電力管内におけるピーク電力は 2010 年比で最大 21.6%22（= 13.3% + 8.3%）

の削減が潜在的に可能であると推計される。 

 

 

  

                                            
21 数値目標が付された他の地域は、北海道電力管内（10%）、四国電力管内（5%）、九州電力管内（10%）であった。 
22 なお、ここでの推計値は以下の 2 点から実際の効果の上限値を示している可能性があることに注意が必要である。（１）

2012 年夏季においては本稿で取り上げたように実際に需給調整契約に加入した需要家が少なからず存在したが、その影

響を捨象して推計を行なっていること。（２）本分析で扱ったピーク電力の下落はあくまで個別需要家単位の影響を平均

したものであり、電力管内全体のピーク電力の下落とは一致しないこと。 
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